
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１月１日に発生した能登半島地震の甚大な被害による 

特別労働相談窓口を開設しました 
 

 石川労働局（局長 長嶋 政弘）は、令和６年１月１日に発生した能登

半島地震により、甚大な被害が発生していることを踏まえ、解雇や休業等

に関する労働相談に対応するため、以下の官署において１月４日（木）か

ら特別労働相談窓口を開設しました。 

 

 

設 置 官 署 設 置 部 署 電 話 番 号 

石川労働局雇用環境・均等室 石川労働局総合労働相談コーナー ０７６－２６５－４４３２ 

 

ひと、くらし、みらいのために 

厚生労働省 

石川労働局 Press Release 

厚生労働省 石川労働局発表 

令和６年１月５日（金） 

石川労働局雇用環境・均等室 

 室 長  田名網 洋 子 

監理官  竹 浪 博 之 
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